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双海下灘水仙畑（伊予市）
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25
年
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平
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27
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短
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の

制
度
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正
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平
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26
年
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共
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に
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催
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簡
単
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便
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低
利
な
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資
事
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さ
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平
成
25
年
度　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健

指
導
の
実
施
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

季
節
の
健
康
「
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
」
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機
能
の
強
化
が
医
療
保
険
者
に
求
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
。

　

本
組
合
で
は
毎
年
度「
短
期
給
付
財
政
安

定
化
計
画
」を
策
定
し
、
各
種
対
応
策
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
組

合
員
、
ご
家
族
皆
様
の
健
康
の
保
持
増
進
に

寄
与
す
る
よ
う
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指

導
に
よ
る
生
活
習
慣
病
の
予
防
や
重
症
化
予

防
の
た
め
の
受
診
勧
奨
な
ど
、
デ
ー
タ
を
活

用
し
た
保
健
事
業
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
公
的
年
金
制
度
関
係
に
つ
き
ま
し

て
は
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
基
づ
く
年
金

給
付
額
の
改
定
や
高
齢
期
の
就
労
と
年
金
受

給
の
在
り
方
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
被
用
者
年
金
一
元

化
法
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
、
２

階
部
分
の
共
済
年
金
は
厚
生
年
金
に
統
一
さ

れ
、
廃
止
さ
れ
る
職
域
部
分
に
代
わ
る
新
た

な「
年
金
払
い
退
職
給
付
」が
新
設
さ
れ
る
ほ

か
、
地
方
公
務
員
共
済
制
度
に
お
け
る
掛
金
・

負
担
金
や
給
付
額
の
算
定
基
礎
が
、「
手
当

率
制
」か
ら
現
在
厚
生
年
金
が
採
用
し
て
い

る「
標
準
報
酬
制
」に
移
行
す
る
な
ど
、
大
き

な
改
正
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
は
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
る
予
定
と
な
っ

て
お
り
、
医
療
保
険
分
野
で
の
活
用
や
保
険

証
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
一
本
化
・
一
元

化
な
ど
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
共
済
制
度
を
取
り
巻
く
情
勢

は
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
極
め
て
重

要
な
局
面
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
中
、
取

り
組
む
べ
き
多
く
の
課
題
が
山
積
し
て
お
り

ま
す
が
、
役
職
員
一
同
、
組
合
員
と
そ
の
ご

家
族
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与

で
き
る
よ
う
、
努
力
を
尽
く
し
て
参
り
ま
す

の
で
、
一
層
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご

多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の

ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

衡
が
と
れ
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

確
立
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、「
法
制
上
の
措
置
の
骨
子
」に

よ
る
社
会
保
障
制
度
改
革
の
工
程
表（
平
成

29
年
度
ま
で
）に
沿
っ
て
、
社
会
保
障
の
各

分
野（
少
子
化
対
策
、
医
療
・
介
護
、
年
金
）

で
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

医
療
保
険
制
度
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、

平
成
27
年
通
常
国
会
に
必
要
な
法
律
案
を
提

出
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
中
に
は
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
負

担
方
法
を
全
面
総
報
酬
割
に
見
直
す
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
お
り
、
組
合
員
の
皆
様
の
負
担

の
増
大
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

改
革
の
行
方
を
懸
念
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し

た「
日
本
再
興
戦
略
２
０
１
４
」に
お
い
て
、

〝
国
民
の
健
康
寿
命
の
延
伸
〞が
重
要
施
策
と

し
て
掲
げ
ら
れ
、
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用

し
て
保
健
事
業
を
効
果
的
に
行
う
た
め
の

「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」の
推
進
及
び
保
険
者

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

組
合
員
の
皆
様
に
は
、
ご
家
族
お
揃
い
で

お
健
や
か
な
平
成
27
年
の
新
春
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
組
合
の
事
業
運
営
に
関
し
ま
し

て
、
平
素
よ
り
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
昨
年
12
月
１
日
の
任
期
満
了
に
伴

う
役
員
選
挙
に
お
い
て
再
度
理
事
長
に
ご
推

挙
を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
そ
の
重
責
を
担

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
共
済
組
合
を
取
り
巻
く
極
め
て
厳

し
い
情
勢
の
中
、
そ
の
使
命
の
重
大
さ
を
痛

感
し
、
組
合
員
、
ご
家
族
の
皆
様
の
た
め
の

福
祉
の
向
上
、
共
済
組
合
制
度
の
充
実
発
展

の
た
め
、
新
た
な
決
意
を
も
っ
て
諸
課
題
に

取
り
組
む
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
人
口
減
少
社
会
の
到
来
、
超
高
齢

化
の
進
行
に
よ
る
人
口
構
造
の
変
化
や
生
活

習
慣
病
の
増
加
等
を
背
景
と
し
た
国
民
医
療

費
の
増
加
は
、
社
会
保
障
制
度
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
受
益
と
負
担
の
均
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議　員

青野　　勝
（西条市長）
第１区

　

平
成
26
年
11
月
13
日
に
実
施
し

た
任
期
満
了
に
伴
う
組
合
会
議
員

選
挙
に
お
い
て
、
市
町
村
長
で
あ

る
議
員
７
人
、
市
町
村
長
以
外
の

組
合
員
で
あ
る
議
員
７
人
の
計
14

人
の
組
合
会
議
員
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
12
月
１
日
に
開
催
し
た

職
員
側
議
員
協
議
会
、
市
町
村
長

議
員
協
議
会
、
理
事
打
合
せ
会
及

び
第
１
８
８
回
組
合
会
に
お
い
て

役
員
選
挙
を
実
施
し
、
理
事
長
、

理
事
及
び
監
事
を
選
出
し
ま
し
た
。

　

組
合
会
議
員
の
皆
さ
ん
に
は
、

平
成
26
年
12
月
１
日
か
ら
平
成
28

年
11
月
30
日
ま
で
の
２
年
間
、
共

済
組
合
の
運
営
を
担
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

理
事
長
に

髙
須
賀　

功
氏
選
出

菅　　良二
（今治市長）
第１区

甲岡　秀文
（鬼北町長）
第３区

監　事

理　事

石橋　寛久
（宇和島市長）
第３区

理事長

髙須賀　功
（東温市長）
第２区

稲本　隆壽
（内子町長）
第２区

議　員

清水　　裕
（大洲市長）
第２区

市町村長側
組合会議員・役員

理　事

二宮　洋之
（鬼北町水道課）

第３区

理　事

和田　雅志
（久万高原町総務課）

第２区

議　員

山内　貴志
（新居浜市総務部人事課）

第１区

監　事

議　員

瀬川　幹雄
（松山市公営企業局管理部建設整備課）

第２区

伊達　定真
（砥部町生活環境課）

第２区

理　事

山内　武弥
（八幡浜市生活環境課）

第３区

議　員

喜井　辰弘
（四国中央市水道局給水整備課）

第１区

職　員　側
組合会議員・役員

理事長職務代理者

議　員
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　平成25年度の組合員医療費及び平成26年度の財源率の状況についてお知らせします。
　医療費の3要素である「受診率」、「1件当たり日数」、「1日当たり金額」については、いずれの値も前年度より僅か
ですが減少しました。「受診率」及び「1件当たり日数」は、全国平均よりやや低い値となっていますが、「1日当たり
金額」については、6654円(16位)と全国平均より高い状態が続いています。
　「組合員1人当たり金額」は、10万3978円(40位)となり、平成15年度から11年連続で全国平均(11万1150円)
を下回っています。
　「平均給料月額」は、前年度より1万1150円減少し31万342円(26位)で、全国平均(31万1568円)より1226円
低い金額となっています。
　「短期財源率」は、高齢者医療制度に係る拠出金等の大幅な増加(その中でも特に前期高齢者納付金の大幅な増加)
に伴い、前年度より5.2ポイント増加して141.7‰ (1位)となり、全国平均(120.35‰ )より21.35ポイント高くなっ
ています。

全国との
比較

■短期財源率・平均給料月額の他県との比較 ■組合員の診療諸率の他県との比較
短期財源率

（平成26年度 対給料 単位：‰）
（期末手当を除く）

平均給料月額
（平成26年3月末現在　単位：円）

受　診　率
（平成25年度 単位：％）

（１ヶ月１００人当たり受診件数）

1件当たり日数
（平成25年度 単位：日）

1日当たり金額
（平成25年度 単位：円）

１人当たり金額（年額）
（平成25年度 単位：円）

（薬剤を含む）

1 愛  媛 141.70  1 島 根 330,326 1 大 阪 75.18 1 大 阪 1.90 1 北海道 8,226 1 北海道 123,896 
1 鹿児島 141.70 2 東 京 324,908 2 徳 島 74.26 2 福 岡 1.89 2 島 根 7,354 2 奈 良 122,689 
3 沖 縄 140.50 3 大 分 324,736 3 奈 良 73.17 3 愛 知 1.88 3 福 井 7,235 3 秋 田 122,306 
4 宮 崎 138.50 4 兵 庫 322,317 4 東 京 72.49 4 奈 良 1.84 4 石 川 7,030 4 青 森 119,545 
5 長  崎 135.10 5 福 島 320,601 5 三 重 71.60 5 佐 賀 1.83 5 秋 田 7,028 5 大 阪 119,326 
6 高 知 131.20 6 千 葉 319,207 6 栃 木 71.43 6 埼 玉 1.82 6 青 森 6,959 6 佐 賀 119,116 
7 岡 山 130.50 7 山 口 319,170 7 和歌山 70.88 7 和歌山 1.78 7 大 分 6,926 7 福 岡 118,753 
8 熊 本 129.50 8 北海道 317,578 8 宮 城 70.07 7 大 分 1.78 8 宮 崎 6,909 8 岩 手 116,038 
9 大 阪 129.00 9 神奈川 315,948 9 千 葉 69.80 9 京 都 1.76 9 岩 手 6,870 9 広 島 115,985 
10 鳥 取 126.60 10 広 島 315,886 10 埼 玉 69.66 10 鹿児島 1.75 10 富 山 6,868 10 宮 城 115,771 

26 愛  媛 310,342 31 愛  媛 65.61 33 愛  媛 1.67 16 愛  媛 6,654  

38 栃 木 111.20 38 岐 阜 305,846 38 宮 崎 64.42 38 長 野 1.64 38 和歌山 6,168 38 福 井 107,205 
39 茨 城 111.00 39 佐 賀 305,813 39 静 岡 63.91 38 宮 城 1.64 39 千 葉 6,155 39 滋 賀 104,757 
39 東 京 111.00 40 山 梨 305,624 40 滋 賀 63.62 40 岩 手 1.63 40 岐 阜 6,124 40 愛 媛 103,978 
39 山 形 111.00 41 高 知 303,761 41 山 梨 63.30 41 三 重 1.62 41 徳 島 6,051 41 愛 知 102,856 
42 静 岡 109.50 42 京 都 302,729 42 大 分 63.17 41 秋 田 1.62 42 群 馬 6,014 42 岐 阜 102,668 
43 愛 知 109.00 43 沖 縄 302,712 43 島 根 62.51 43 山 形 1.61 43 神奈川 5,899 43 鳥 取 102,059 
44 千 葉 108.50 44 福 井 302,139 44 福 井 61.97 43 福 島 1.61 44 埼 玉 5,829 44 新 潟 101,856 
45 長 野 108.00 45 滋 賀 301,320 45 長 野 61.26 45 島 根 1.60 45 東 京 5,792 45 静 岡 100,852 
46 新 潟 106.60 46 石 川 299,343 46 石 川 60.63 46 鳥 取 1.58 46 大 阪 5,662 46 長 野 98,067 
47 富 山 102.20 47 富 山 299,054 47 北海道 59.21 47 新 潟 1.57 47 愛 知 5,568 47 群 馬 95,862 

平 均 120.35 平 均 311,568 平 均 66.97 平 均 1.71 平 均 6,539 平 均 111,150 

平成24年度 平成25年度 平成26年度0
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組合員 被扶養者

■上半期の医療費
（単位：百万円）

　

組
合
員
の
上
半
期
の
医
療
費
は
、
入
院
に

係
る
医
療
費
が
前
年
度
よ
り
約
６
０
０
０
万

円(

２
３
・
４
３
％)

減
少
し
た
こ
と
に
伴

い
、
全
体
で
前
年
度
よ
り
約
６
８
５
０
万
円

(

８
・
０
３
％)

減
少
し
、
２
年
連
続
の
減
少

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
上
半
期
の
医
療
費
は
、
入

院
に
係
る
医
療
費
が
増
加
し
て
い
ま
す

が
、
外
来
に
係
る
医
療
費
が
前
年
度
よ
り
約

１
０
０
０
万
円(

１
・
６
５
％)

減
少
し
た
こ
と

に
伴
い
、
全
体
で
は
前
年
度
よ
り
約
３
２
０
万

円(

０
・
３
０
％)

減
少
し
て
い
ま
す
。

組
合
員 
入
院
医
療
費
が
大
幅
減

〈
平
成
26
年
度
〉

上
半
期
の
医
療
費
の
状
況

被
扶
養
者 

外
来
医
療
費
が
減
少



　産科医療補償制度に係る掛金が3万円から1万6千円に引き下げられることに伴い出産費・家族出
産費の額が次のとおり変更されます。ただし、産科医療補償制度対象となる出産の場合の総支給額
42万円は変わりません。

平成 27年 1月からの

○次の2点が制度改正されます。

1 出産費・家族出産費の変更

　70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が次のとおり変更になります。今までよりも所得に
応じた負担になるよう所得区分が細分化されます。

2 高額療養費の自己負担限度額の見直し（70歳未満の方のみ）2 高額療養費の自己負担限度額の見直し（70歳未満の方のみ）

改正前（平成 26年 12月診療分まで）

区分 所得要件 自己負担限度額（月単位）

A

〈上位所得者〉

給料月額
特別職:53万円以上
一般職:42.4万円以上

150,000円＋
(医療費-500,000円)×1%

〈多数回該当:83,400円〉

B
〈一般所得者〉

上位所得者・低所得者以外

80,100円＋
(医療費-267,000円)×1%

〈多数回該当:44,400円〉

C
〈低所得者〉

住民税非課税
35,400円
〈多数回該当:24,600円〉

改正後（平成 27年 1月診療分から）

区分 所得要件 自己負担限度額（月単位）

ア
給料月額
特別職：83万円以上
一般職：66.4万円以上

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1%
〈多数回該当：140,100円〉

イ
給料月額
特別職：53万円以上83万円未満
一般職：42.4万円以上66.4万円未満

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1%
〈多数回該当：93,000円〉

ウ
給料月額
特別職：28万円以上53万円未満
一般職：22.4万円以上42.4万円未満

80,100円＋
(医療費－267,000円 )×1%
〈多数回該当：44,400円〉

エ
給料月額
特別職：28万円未満
一般職：22.4万円未満

57,600円
〈多数回該当：44,400円〉

オ
〈低所得者〉

住民税非課税
35,400円
〈多数回該当：24,600円〉

※多数回該当の限度額は、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合に4回目から適用されます。

〈平成27年1月以降の「限度額適用認定証」について〉
　この改正に伴い、平成27年1月1日以降は「限度額適用認定証」の適用区分欄の表示が変わります。
　平成26年12月までに「限度額適用認定証」を申請した方は、有効期限が平成26年12月31日までとなっています。平成27年1月以降、「限
度額適用認定証」が必要な方は、共済事務担当部署を通じて「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出してください。新たに交付す
る証は、平成27年10月から標準報酬制が導入されるため、有効期限が平成27年9月30日までとなります。

【改正前 平成26年12月まで】

支給額 39万円
 ※ 産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、3万円が加算されます（注）。   

【改正後 平成27年1月から】

支給額 40万4千円
 ※ 産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、1万6千円が加算されます（注）。

（注）在胎週数22週未満の出産（流産、人口妊娠中絶を含む。）の場合は加算されません。

ご注意ください!

　共済だより 1月号 Vol.2825
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平
成
26
年
度

共
済
事
業
に
関
す
る
懇
談
会

―
 

県
内
4
箇
所
で
開
催 ―

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
か
ら
各
事
業
に
つ
い
て
広
く
ご
意
見
、・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
た
め
、
平
成
23
年
か

ら
実
施
し
て
お
り
ま
す「
共
済
事
業
に
関
す
る
懇
談
会
」を
、
今
年
度
は
、
左
表
の
と
お
り
開
催
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
県
内
20
市
町
で
の
開
催
を
行
っ
た
こ
と
に
な
り
、
合
計
４
６
１
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

開
催
に
当
た
り
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
組
合
員
の
皆
さ
ま
、
ま
た
開
催
市
役
所
及
び
町
役
場
の
共

済
担
当
課
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

懇
談
会
で
出
さ
れ
ま
し
た
ご
意
見
・
ご
要
望
に
つ
き
ま
し
て
は
、
９
月
12
日
開
催
の
職
員
側
議
員
協
議

会
に
お
い
て
ご
協
議
を
い
た
だ
き
、
最
終
と
り
ま
と
め
を
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
、
27
年
度
事
業
計
画
及

び
予
算
に
向
け
て
、
更
に
ご
検
討
・
ご
協
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

主
な
ご
意
見
等
及
び
本
組
合
の
回
答
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、紙
面
の
都
合
上
ご
紹
介
で
き
な
か
っ

た
ご
意
見
等
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

広
報
誌
の
紙
配
布
を
電
子
配
布
に

変
更
し
、
削
減
さ
れ
た
予
算
を
有

効
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

電
子
配
布
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
は

経
費
節
減
効
果
が
期
待
で
き
ま
す

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
全
て
の
組
合
員
の
方

が
庁
内
L
A
N
な
ど
で
閲
覧
可
能
な
環
境
に

は
な
い
よ
う
で
す
し
、
紙
の
場
合
は
持
ち
帰

れ
ば
、
家
族
の
方
に
も
ご
覧
い
た
だ
け
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
今
す
ぐ
に
電
子
配
布
、ペ
ー

パ
ー
レ
ス
化
す
る
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
今
後
も
検
討
課
題
と
し
て
所
属
所
の

L
A
N
・
周
知
環
境
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

被
用
者
年
金
一
元
化
で
標
準
報
酬

制
に
移
行
し
た
場
合
、
組
合
員
の

掛
金
な
ど
の
負
担
は
ど
う
な
り
ま

す
か
。

現
在
は
、
諸
手
当
相
当
額
を
給
料

の
25
％
と
見
込
ん
で
、
給
料
に
対

し
て
は
、
本
来
の
掛
金
率
に
１
・
25
を
乗
じ

た
率
で
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

標
準
報
酬
制
に
移
行
後
は
、
標
準
報
酬
月
額

に
対
し
て
掛
金
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
標
準
報
酬
月
額
の
中
に
は
諸
手
当
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
掛
金
率
に
１
・
25
を

乗
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
個
人
差
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
負
担

は
殆
ど
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

標
準
報
酬
月
額
は
、
４
月
か
ら
６
月
ま
で
の

平
均
給
与
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、

そ
の
３
か
月
の
給
料
・
諸
手
当
が
多
い
場
合
、

掛
金
額
は
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

短
期
給
付
の
財
源
率
が
愛
媛
県
は

今
年
度
全
国
で
一
番
高
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
の
原
因
と
今
後

の
対
策
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

き
た
い
。

103名参加

総
則
事
項

平成26年度共済事業に関する懇談会開催一覧表

開催日
開催地
(選挙区)

出席議員 開催場所
参加
人数

7月11日
(金)

松前町
(第２区)

池田　正司
村上　一郎
和田　雅志

松前町役場
３階「大会議室」

28名

7月17日
(木)

松山市
(第２区)

池田　正司
和田　雅志

KH三番町プレイス
４階「研修室」

31名

8月20日
(水)

宇和島市
(第３区)

清家　新生
二宮　洋之

宇和島市役所
６階「６０２会議室」

28名

8月26日
(火)

松野町
(第３区)

〃
松野町山村開発
町民センター
１階「研修室」

16名

合             計 103名

　これまでの「共済事業に関する懇談会」のご意見・ご要望に
基づいて、事業の見直しを行い、実施・変更することとなっ
た主な事業は次のとおりです。
・組合員証のカード化(平成24年10月実施)
・4月1日新規資格取得者に対する人間ドックの追加募集
　(平成26年度実施)
・人間ドック助成金の引上げ(24,000円→27,000円)
　(平成26年度実施)
・ボーナスからの積立貯金(平成26年6月実施)

A

松前町会場

A

短
期
給
付
関
係
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本
組
合
の
短
期
給
付
の
状
況
は
、

組
合
員
一
人
当
た
り
の
医
療
費
の

伸
び
が
、
本
人
、
家
族
と
も
に
、
ほ
ぼ
横
ば

い
の
状
況
で
す
が
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
な
ど
高
齢
者
医
療
に
係

る
拠
出
金
が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
が
増
え
て

お
り
、
平
成
26
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
は
35
億

円
の
拠
出
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
納
付

金
は
各
保
険
者
に
お
け
る
前
期
高
齢
者(
65

歳
か
ら
74
歳)

の
加
入
率
と
前
期
高
齢
者
の

医
療
費
を
基
に
算
出
し
、
加
入
率
の
低
い
保

険
者
か
ら
高
い
保
険
者（
国
保
）に
配
分
さ
れ

る
財
政
調
整
の
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

本
組
合
の
場
合
、
前
期
高
齢
者
の
加
入
者

数
が
約
４
２
０
人
、
加
入
率
は
全
国
平
均
の

10
分
の
１
ほ
ど
で
す
が
、
こ
の
前
期
高
齢
者

の
方
の
医
療
費
を
基
に
算
出
し
た
納
付
金
を

拠
出
し
て
い
ま
す
。

  

前
期
高
齢
者
の
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、

本
組
合
の
場
合
、
人
工
透
析
等
に
よ
る
医
療

費
の
高
額
な
方
が
多
い
こ
と
か
ら
、
全
国
の

市
町
村
共
済
組
合
の
中
で
は
特
に
高
く
な
っ

て
お
り
、
こ
の
医
療
費
を
全
国
平
均
ま
で
引

き
下
げ
る
こ
と
が
、
今
後
、
財
源
率
上
昇
の

歯
止
め
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
現
在
、
実
施
し
て

い
る
特
定
健
康
診
査
で
、
特
に
血
糖
値
の
数

値
等
が
高
い
方
に
は
、
生
活
習
慣
病
で
あ
る

糖
尿
病
の
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
積
極
的

に
特
定
保
健
指
導
等
に
よ
り
生
活
習
慣
の
改

善
を
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
前
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

は
、
国
庫
負
担
が
投
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
今
年
２
月
の
組
合
会
に
お
い
て
、
前

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
対
す
る
国
庫
負
担
の

投
入
な
ど
医
療
保
険
制
度
の
改
善
等
に
関
す

る
決
議
を
行
い
、
全
国
連
合
会
を
通
じ
て
、

厚
生
労
働
省
な
ど
関
係
機
関
へ
の
要
望
を

行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

高
額
療
養
費
や
医
療
費
の
一
部
負

担
金
払
戻
金
な
ど
附
加
給
付
に
つ

い
て
、請
求
手
続
は
必
要
で
す
か
。

請
求
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

医
療
機
関
で
保
険
診
療
を
受
け
ら

れ
た
場
合
、
診
療
報
酬
明
細
書(

レ
セ
プ
ト)

が
医
療
機
関
か
ら
２
か
月
遅
れ
で
本
組
合
に

届
き
ま
す
。
本
組
合
に
お
い
て
資
格
審
査
等

を
行
っ
た
う
え
、
レ
セ
プ
ト
の
内
容
に
問
題

が
な
け
れ
ば
、「
高
額
療
養
費
」や「
一
部
負

担
金
払
戻
金
」、「
家
族
療
養
費
附
加
金
」を

共
済
組
合
へ
届
出
し
て
い
る
口
座
に
送
金
し

ま
す
。

保
険
適
用
外
の
治
療
を
受
け
た
場

合
に
治
療
費
が
高
額
と
な
る
場
合

が
あ
る
の
で
、
共
済
組
合
か
ら
こ

れ
に
か
か
る
給
付
は
受
け
ら
れ
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

保
険
診
療
の
対
象
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
な
い
治
療
行
為
に
つ
き
ま

し
て
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
治
療
で
あ
っ

て
も
共
済
組
合
か
ら
の
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

標
準
報
酬
制
に
移
行
し
た
場
合
、
年

金
額
の
計
算
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

平
成
15
年
３
月
ま
で
は
毎
月
の
基

本
給
を
基
礎
と
し
た
平
均
給
料
月

額
、
平
成
15
年
４
月
か
ら
平
成
27
年
９
月
ま

で
は
毎
月
の
基
本
給
・
期
末
手
当
等
を
基
礎

と
し
た
平
均
給
与
月
額
、
平
成
27
年
10
月
か

ら
は
毎
月
の
標
準
報
酬
月
額
・
標
準
賞
与
額

を
基
礎
と
し
た
平
均
標
準
報
酬
額
の
３
つ
に

区
分
し
て
計
算
し
、
そ
の
合
計
が
年
金
額
と

な
り
ま
す
。

　

同
じ
給
料
で
あ
っ
て
も
諸
手
当
の
多
少
に

よ
っ
て
標
準
報
酬
月
額
が
異
な
り
ま
す
。
標

準
報
酬
月
額
が
高
く
な
れ
ば
負
担
す
る
掛
金

は
増
え
ま
す
が
、
そ
の
分
年
金
額
を
計
算
す

る
と
き
の
平
均
標
準
報
酬
額
が
高
く
な
り
、

年
金
額
も
高
く
な
り
ま
す
。

30
歳
未
満
の
職
員
も
人
間
ド
ッ
ク

補
助
対
象
に
加
え
て
も
ら
い
た

い
。

利
用
対
象
年
齢
に
つ
い
て
は
、
健

診
機
関
や
医
師
の
意
見
、
ま
た
費

用
対
効
果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
平
成
20

年
度
か
ら
30
歳
以
上
と
し
た
経
緯
が
あ
り
ま

す
の
で
、
現
在
、
対
象
年
齢
の
拡
大
に
つ
い

て
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
本
組
合
で
は
所
属
所
が
事
業
主
健

診
を
実
施
し
た
場
合
に
、
が
ん
検
診
等
に
係

る
補
助
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
30
歳

未
満
の
若
い
職
員
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

事
業
主
健
診
で
対
応
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

松山市会場

A

AAA
年
金
関
係

A
保
健
事
業
関
係
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人
間
ド
ッ
ク
の
際
に
、
脳
検
査

や
、
が
ん
検
診
な
ど
を
オ
プ
シ
ョ

ン
で
受
け
る
場
合
、
負
担
が
大
き

く
な
る
の
で
、
助
成
を
検
討
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
人
間
ド
ッ

ク
を
長
期
的
に
安
定
し
た
事
業
と

し
て
継
続
す
る
に
は
、
新
た
な
助
成
は
難
し

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

脳
ド
ッ
ク
の
利
用
が
50
歳
以
上

の
組
合
員
が
３
事
業
年
度
に
１

回
し
か
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、

利
用
制
限
を
緩
和
で
き
な
い
で

し
ょ
う
か
。

脳
ド
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
健
診
機

関
が
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ほ

と
ん
ど
の
健
診
機
関
は
１
日
に
利
用
で
き
る

人
数
が
１
〜
２
人
と
少
な
く
、
特
に
南
予
地

区
で
は
利
用
枠
の
確
保
が
難
し
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

利
用
条
件
の
う
ち
年
齢
条
件
を
緩
和
し
た

場
合
は
、
脳
検
査
の
必
要
性
が
高
い
50
歳
代

の
方
の
受
診
機
会
が
現
行
よ
り
も
減
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
利
用
枠
が
確
保
で
き

る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
３
事
業
年
度
に
１
回
の

利
用
制
限
の
見
直
し
も
含
め
、
今
後
、
組
合

会
議
員
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
な
が

ら
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

が
ん
検
診
補
助
事
業
の
婦
人
が

ん
検
診
の
う
ち
子
宮
頸
が
ん
検

査
の
対
象
年
齢
が
30
歳
以
上
と

な
っ
て
い
る
が
、
国
の
基
準
は

20
歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
の
で

引
き
下
げ
て
は
ど
う
か
。

検
討
し
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の

接
種
率
を
上
げ
る
た
め
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
金

を
引
き
上
げ
て
は
ど
う
か
。

検
討
し
ま
す
。

年
１
回
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
補
助
を
年
２
回
ま
で
補
助
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

平
成
25
年
度
に
お
い
て
は
８
，４
０

８
件
の
請
求
実
績
が
あ
り
、
医
療

費
抑
制
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。
他
の
懇
談

会
で
は
補
助
金
額
の
引
上
げ
の
ご
意
見
も
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
財
政
面
等
を
踏

ま
え
、
組
合
会
議
員
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お

伺
い
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
分
析
結
果
を
共

済
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
載

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
参
考
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
所
属
所
ご

と
の
分
析
結
果
が
あ
れ
ば
あ
わ
せ

て
公
表
い
た
だ
け
れ
ば
、
他
の
自

治
体
と
の
比
較
が
で
き
健
康
管
理

に
つ
な
が
る
か
と
思
い
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
分
析
結
果
に
つ

き
ま
し
て
は
、
所
属
所
に
提
供
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
の
掲
載
に
つ

い
て
は
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

所
属
所
ご
と
の
分
析
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現

在
、
特
定
健
診
デ
ー
タ
の
所
属
所
ご
と
の
分

析
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
分
析
終
了
後
、

所
属
所
に
提
供
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

場
所
を
共
済
会
館
だ
け
で
な
く
、

県
内
３
か
所
程
度
で
開
催
し
、
東

予
・
南
予
地
域
の
組
合
員
も
参
加

し
や
す
く
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

に
当
た
っ
て
は
、
一
般
財
団
法
人

地
域
社
会
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
協
会(

東
京
都)

等

の
専
任
講
師
に
よ
る
講
演
を
主
と
し
て
10
：

30
〜
16
：
00
ま
で
の
１
日
日
程
と
し
て
い
る

関
係
か
ら
連
続
し
た
３
日
間
の
日
程
を
設
定

し
、
中
予
地
区(

え
ひ
め
共
済
会
館)

で
の
開

催
と
し
て
い
ま
す
。

　

県
内
３
か
所
で
の
開
催
と
な
る
と
、
開
始

時
刻
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
装
置
、
講
師
の
移

動
等
検
討
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

面
接
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、
６
回

目
以
降
の
相
談
を
有
料
と
し
た
理

由
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
相
談
件

数
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

面
接
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
利

用
が
特
定
の
方
に
偏
ら
な
い
事
業
と
す
る
た

め
、
６
回
目
以
降
の
費
用
に
つ
い
て
利
用
者

負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
な

お
、
電
話
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
回
数
に
関
係

宇和島市会場
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A
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な
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無
料
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
件
数
は
電
話
相
談
を
含
め
月

平
均
５
件
程
度
で
す
。

共
済
会
館
の
宿
泊
料
金
は
、
安
く

て
助
か
り
ま
す
が
、
近
隣
の
市
町

職
員
は
泊
ま
る
こ
と
が
あ
ま
り

な
い
の
で
、
職
場
の
懇
親
会
な
ど

が
特
別
料
金
で
格
安
に
な
る
な

ど
の
方
法
を
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
。

検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

共
済
貯
金
の
利
率
を
上
げ
て
い

た
だ
き
た
い
。

共
済
組
合
は
、
預
金
保
険
制
度
で

い
う
金
融
機
関
に
該
当
し
ま
せ
ん

の
で
、
共
済
組
合
と
共
済
貯
金
利
用
者
と
の

間
に
は
ペ
イ
オ
フ
制
度(

１
銀
行
に
つ
き
元

本
１
０
０
０
万
円
と
そ
の
利
息
が
保
護
さ
れ

る
制
度)

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、

リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、「
資
金

の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
基
準
」を
設
け
、

取
引
金
融
機
関
が
３
期
連
続
経
常
赤
字
を
計

上
し
て
い
な
い
か
、
又
、
格
付
け
は
基
準
以

上
で
あ
る
か
な
ど
、
随
時
運
営
状
況
に
つ
い

て
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

　

共
済
貯
金
の
運
用
資
産
の
構
成
割
合
で
す

が
、
平
成
26
年
３
月
末
現
在
で
定
期
預
金
な

ど
の
預
金
が
１
９
０
億
円
で
総
資
産
５
５
７

億
円
の
34
％
、
有
価
証
券
が
３
６
３
億
円
で

総
資
産
の
65
％
、
そ
の
他
は
物
資
経
理
へ
の

貸
付
金
４
億
円
で
総
資
産
の
１
％
、
と
な
っ

て
お
り
安
全
性
の
高
い
金
融
商
品
で
の
運
用

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
株
式
で
の
運
用

は
で
き
な
い
規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
有
価

証
券
に
つ
い
て
は
、
国
債
、
地
方
債
、
政
府

保
証
債
、
社
債
な
ど
で
の
運
用
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

更
に
、
万
一
に
備
え
て
の
欠
損
金
補
て
ん

積
立
金（
貯
金
額
の
５
％
）を
満
額
積
み
立
て

て
お
り
、
積
立
金
を
含
め
て
平
成
26
年
３
月

末
で
は
45
億
円
の
積
み
立
て
を
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
の
運
用
状
況
と
し
ま
し
て
は
、
国
債

な
ど
の
金
利
が
低
下
し
、
ま
た
、
高
い
利
率

の
国
債
が
満
期
を
迎
え
て
お
り
、
厳
し
い
運

用
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
安
全
な
運
用
で
年
利
１
％
を
ど
こ

ま
で
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
課

題
で
あ
り
、
現
在
の
状
況
で
は
、
共
済
貯
金

の
利
率
の
引
上
げ
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
今
後
の
積
立
金
の
状
況
、
将

来
の
運
用
利
回
り
、
貯
金
経
理
の
収
支
な
ど

を
考
慮
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。共

済
貯
金
の
出
入
金
の
利
用
可
能

日
を
増
や
し
、
利
用
し
や
す
く
す

る
。
ま
た
、
現
在
、
払
戻
し
に
つ

い
て
週
一
回
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
回
数
を
増
や
す
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

共
済
貯
金
の
払
戻
し
は
、
ほ
と
ん
ど

の
他
県
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合

が
月
１
回
又
は
月
２
回
の
払
戻
し
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
本
組
合
で
は
ご
利
用
に
当
た
っ

て
の
利
便
性
と
事
務
処
理
を
勘
案
し
て
月
４

回
か
ら
６
回
組
合
員
名
義
の
口
座
へ
払
戻
し

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
払
戻

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
し
ま
す
と
、
こ
れ
以
上

の
払
戻
し
の
回
数
を
増
や
す
こ
と
は
、
難
し

い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
共
済
貯
金
の
払
戻
し
及
び
解
約
に

係
る
送
金
予
定
日
は
、
月
末
・
月
初
、
年
初
め
、

休
業
日
の
多
い
週
等
は
、
業
務
の
都
合
に
よ

り
、
金
曜
日
送
金
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
共
済
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
る「
共
済
貯
金
払
戻
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
」を
ご
参
照
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
共
済
貯
金
の
入
金
に
つ
い
て
は
、

定
例
貯
金(
給
料
、
期
末
勤
勉
手
当(

賞
与)

か

ら
の
控
除)

と
任
意
に
貯
金
加
入
者
が
払
込

金
融
機
関
か
ら「
臨
時
増
額
貯
金
払
込
通
知

書
」に
よ
り
直
接
払
い
込
む
臨
時
増
額
貯
金

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
臨
時
増
額
貯
金
は
、
い

つ
で
も
入
金
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

住
宅
貸
付
に
つ
い
て
他
の
金
融
機

関
を
利
用
す
る
組
合
員
が
大
多
数

で
あ
る
た
め
、
新
規
扱
い
を
な
く

す
等
事
務
の
簡
素
化
を
検
討
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

貸
付
事
業
は
、
皆
様
の
大
切
な
年

金
資
金
を
年
利
２
・
４
％
で
借
り

受
け
て
運
営
し
て
い
る
事
業
で
す
。

　

平
成
26
年
３
月
末
の
貸
付
残
高
は
、
３
２

８
９
件
、
57
億
６
３
０
０
万
円
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
内
、
住
宅
貸
付
は
１
２
６
９
件
、

39
億
３
９
０
０
万
円
で
、
金
額
に
し
て
全
体

の
68
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
貸
付
金
利
率
は
、
２
・
６
６
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
貸
付
事
業
は
、
総
務
省
が

示
す
貸
付
準
則
に
基
づ
い
て
貸
付
規
程
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
全
国
の
共
済
組
合

で
共
同
実
施
し
て
お
り
ま
す
貸
付
債
権
共
同

保
全
事
業
の
適
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
か

ら
、貸
付
の
種
類
、貸
付
条
件
、貸
付
限
度
額
、

貸
付
審
査
な
ど
に
係
る
事
業
内
容
を
共
済
組

合
が
独
自
に
見
直
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
貸
付
の
新
規
貸
付
件
数
は
、
毎
年
減

少
し
て
お
り
平
成
25
年
度
は
３
件
と
い
う
状

貯
金
事
業
関
係

宿
泊
関
係

A

貸
付
事
業
関
係

A
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況
で
し
た
。
原
因
は
、
全
国
的
に
組
合
員
の
破

産
や
民
事
再
生
に
よ
る
貸
付
事
故
が
増
加
し

た
こ
と
か
ら
、
平
成
18
年
度
に
４
０
０
万
円

を
超
え
る
住
宅
貸
付
に
は
抵
当
権
設
定
を
条

件
と
し
た
こ
と
や
、
返
済
能
力
の
審
査
強
化

を
目
的
と
し
た
貸
付
事
務
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
事
務
手
続
が
煩
雑
に
な
っ
た
た
め
申
込

件
数
が
減
少
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
金
融
機
関
の
住
宅
ロ
ー
ン
金
利
が
徐
々

に
低
下
し
ま
し
た
の
で
、
更
に
住
宅
貸
付
の
申

込
件
数
が
急
減
し
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
年
４
月
か
ら
は
抵
当

権
設
定
条
件
を
廃
止
、
貸
付
債
権
共
同
保
全

事
業
に
係
る
保
険
料
の
一
部
負
担
金
を
組
合

員(

借
受
人)

か
ら
求
め
な
い
こ
と
と
す
る
な

ど
貸
付
基
準
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
26

年
度
に
お
い
て
は
、
現
在
３
件
の
申
込
み
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
貸
付
金
利
率
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
全
国
連
合
会
か
ら
総
務
省
に
対

し
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

   

物
資
貸
付
の
利
息
が
民
間
に
比

べ
て
高
い
の
で
は
？
低
く
す
る

予
定
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
物
資

貸
付
の
上
限
が
２
０
０
万
円
だ

が
、
上
限
額
を
３
０
０
万
円
と
か

ア
ッ
プ
す
る
予
定
は
な
い
の
か
。

物
資
供
給
事
業
は
、
組
合
員
の
皆

様
が
本
組
合
の
契
約
業
者(

指
定

店)

で
自
動
車
や
家
電
製
品
等
の
生
活
必
需

品
を
購
入
す
る
際
に
、
購
入
代
金
を
本
組
合

が
一
括
し
て
立
替
払
い(

２
０
０
万
円
を
限

度)

し
、
そ
の
立
替
金
を
最
高
60
回
の
分
割

償
還
に
よ
り
償
還
で
き
る
こ
と
と
し
た
、
組

合
員
皆
様
の
生
活
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
事
業
で
す
。
現
在
の
償
還
利
率

は
、
２
・
９
％
で
す
。

　

平
成
25
年
度
の
新
規
の
利
用
件
数
は
、
１

４
５
件
、
利
用
金
額
１
億
９
０
０
０
万
円
で

平
成
５
年
の
利
用
件
数
９
８
３
件
、
利
用
金

額
９
億
２
５
０
０
万
円
を
ピ
ー
ク
に
年
々
減

少
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

物
資
供
給
事
業
は
、
破
産
や
民
事
再
生
な

ど
に
よ
る
貸
付
事
故
が
増
加
し
た
た
め
、
損

害
保
険
会
社
へ
の
保
険
料
の
支
払
額
が
増
加

し
、
平
成
17
年
度
か
ら
23
年
度
ま
で
の
７
年

間
赤
字
決
算
が
続
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
事
業
に
要
す
る
資
金
の
借
入
先
を
平
成

23
年
度
か
ら
３
年
間
か
け
て
段
階
的
に
預
託

金
管
理
経
理（
年
金
資
金
、
年
利
２
・
４
％
）

か
ら
貯
金
経
理
の
積
立
資
金
か
ら
の
借
入
れ

（
年
利
１
・
２
％
）に
切
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
借
入
利
息
を
減
ら
し
、
収
支
の
改
善
を

図
り
、
平
成
24
年
度
、
平
成
25
年
度
は
黒
字

決
算
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
す
の
で
、
償
還
利
率

の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
今
す
ぐ
と
は
い
き
ま

せ
ん
が
今
後
、
何
年
間
の
収
支
状
況
を
見
な

が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

立
替
限
度
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
貸

付
事
故
に
よ
る
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
こ
と
や

損
害
保
険
会
社
の
貸
付
事
故
保
険
の
引
受
条

件
の
関
係
も
あ
り
、
難
し
い
状
況
で
あ
り
ま

す
。
今
後
、
保
険
会
社
と
引
受
条
件
に
つ
い

て
は
話
し
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
何
卒
ご
理
解
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
立
替
金
が
２
０
０
万
円
の
限
度
額

を
超
え
る
よ
う
な
場
合
は
、
貸
付
事
業
を
併

用
し
て
利
用
い
た
だ
く
方
法
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

物
資
供
給
事
業
の
指
定
店
で
組
合

員
割
引
を
申
し
込
ん
だ
が
、
割
引

は
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
た
。
組
合

員
割
引
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
確

認
し
て
い
る
の
か
お
伺
い
し
た
い
。

物
資
供
給
事
業
の
指
定
店
が
実
施
し

て
い
る
組
合
員
割
引
に
つ
い
て
は
、

共
済
だ
よ
り
石
鎚
４
月
号
の
指
定
店
名
簿
や

共
済
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
そ
の
割
引
内
容
に
つ
い
て
は
、
毎
年
、

指
定
店
会
か
ら
全
指
定
店
に
対
し
て
、
確
認

の
文
書
を
送
付
し
、
内
容
確
認
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
指
摘
の
よ
う
な
場
合
は
、

共
済
組
合
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

松野町会場

物
資
供
給
事
業
関
係

そ
の
他



　「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」（平成 24年法律第
63号）により、平成 27年 10月から公務員も厚生年金に加入することになります。
　これにより、地方公務員共済制度における掛金・負担金等の算定基礎が、給料を基準に算定する「手当
率制」から、現在厚生年金が採用している「標準報酬制」に移行することとなります。

給　　料
　　〔現　　行〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔標準報酬制〕

期 末 手 当 等
　　〔現　　行〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔標準報酬制〕

「標準報酬」とは
　共済組合の短期・長期の掛金等、介護掛金、短期給付金、退職共済年金などの算定基礎となるものであ
り、報酬月額(基本給+諸手当)に基づいて決められます。この報酬月額に含まれる報酬の範囲は自己の労
務の対償として受ける給料(基本給)、諸手当等のすべてになります。但し、臨時に受けるものや3か月を
超える期間ごとに受ける期末・勤勉手当等は含まれません。

「標準報酬月額」とは
　組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表に当てはめ、標準報酬の月額が決定され
ます。組合員の受ける報酬は、毎月異なっているのが通常ですが、掛金等の納付や各種給付金支給を迅速
且つ適切に行うため、一定時点で決定又は改正し、一定期間適用するものです。

「標準期末手当等の額」とは
　標準期末手当等の額の算定基礎となるのが、「期末手当等の額」です。期末手当、勤勉手当、特定任期付
職員業績手当などが考えられます。この標準期末手当等の額は、共済組合の短期・長期の掛金等、介護掛
金、退職年金などの算定の基礎となるものです。

平成27年10月から

標準報酬制に移行します

（給料月額×手当率）× 掛金・負担金率 標準報酬月額 ×
　掛金・負担金率

　　　　　　　　 保険料率

標準期末手当等の額
 
×　掛金・負担金率

（千円未満切捨て）　　　　　保険料率
期末手当等の額 × 掛金・負担金率
（千円未満切捨て）

地共済年金情報Webサイトをリニューアルします。
 現行の地共済年金情報Webサイトは、一旦終了させていただきます。

　平成 22年 4月から開設された現行の「地共済年金情報Web サイト」は、お申込後にご自身の年金見
込額等の年金個人情報をパソコンで閲覧することができるサービスとして皆様にご利用いただいていまし
たが、平成 27年 3月 31日をもって、年金個人情報の閲覧を一旦終了させていただきます。
　平成 27年 4月以降につきましては、新たな地共済年金情報Web サイトを開設する予定ですので、詳
細は決まり次第、「共済だより石鎚」にてご案内いたします。
　なお、現行の「地共済年金情報Web サイト」の新規利用申込みは平成 27年 1月 31 日までとなって
いますので、これから利用を考えている方はお早めにお申込みください。利用申込みの流れについては、「共
済だより石鎚」第 281号（平成 26年 10月発行）の 8ページに掲載しています。
　また、既に現在ご利用いただいている方のユーザ ID・パスワードについては、平成 27年 3月 31日を
もって失効となります。

　共済だより 1月号 Vol.28211
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■毎月償還表〔抜粋〕
入学貸付（年利2.66％）
貸付額 償還月額 償還回数
50万円 8,909円 60回

※100万円 12,269円 90回
※150万円 15,633円 108回
※200万円 19,000円 120回

修学貸付（年利2.66％）
貸付額 償還月額 償還回数

※120万円 13,891円 96回
※240万円 20,991円 132回
※360万円 28,237円 150回
※480万円 37,649円 150回

※貸付額が100万円以上のときは、ボーナス併用償還の選択も可能です。

（平成27年 1月1日現在）○貸付利率は、年２.６６％（変動）です。
※貸付規程の本則利率の改正や財政融資資金利率の変動に伴い変動し
ます。

○毎月の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給
事業を含む。）が給料月額の３０％を超える場合、又は年間の償
還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含
む。）が年収の３０％を超える場合は、貸付を受けられません。

～〈お申込み〉は各所属所の共済事務担当課（係）まで～

入学貸付
申込受付中です

入学時に要する諸費用（入学金・教科書代・授業料・
家賃等）の資金の貸付

修学貸付
２月下旬から受付します

入学後の修学に要する諸費用（授業料・家賃等）の資
金の貸付

限　

度　

額

○給料月額の６か月分以内
（申込みは、１万円単位で２００万円
を限度とします。）

○修業年限の年数に相当する月数１月につき、１０万円
以内
（申込みは、1万円単位で１学年につき年額１２０万円
を限度とします。）
[毎年３月又は４月に１年分を申し込むのを原則とし、
５月以降の申込みは、申込みの翌月から起算し、当該
貸付を行う事業年度の残月数分の貸付になります。]

償
還
方
法

○貸付を受けた月の翌月から毎月元利均等償還
（最高１２０回）
○申し出により修業年限を限度として元金の据え置きが
できます。
（元金据置期間中は利息分のみの支払い）

○修学が終了した月の翌月から毎月元利均等償還
（最高１５０回）
○修学期間中は元金据え置き
（元金据置期間中は利息分のみの支払い）

添
付
書
類

○合格通知書又は入学許可証（据え置きを希望する場合
は、申立書を提出してください。）
○入学金、教科書代、授業料、家賃等が確認できる書類
等

○在学証明書
（入学前の場合は、合格通知書又は入学許可証を提出
し、入学後に在学証明書を提出してください。）
○授業料、家賃等が確認できる書類等

教育資金の
借入れを
お考えの方に

共済組合には、入学・修学に係る貸付制度があります。ご利用ください。

貸付のご案内入学・修学

だんしん(団体信用生命保険)に加入されている方へ

保険金の請求・届出について
だんしん

　「だんしん」は、共済組合の住宅貸付等の借受人である組合員が、貸付金の償還期間中に死亡または高度障
害となったときに、保険金により債務を相殺する保険制度です。だんしんにご加入中の方で万一死亡または高
度障害となったときは、所属所の共済事務担当課（係）を通じ共済組合（経理課貯金貸付係）へご連絡ください。

債務返済支援保険

　「債務返済支援保険」は、借受人が、貸付金の償還期間中に病気、傷害または所定の精神障害により 30
日を超えて就業不能となったときに、最長 3年間、毎月の返済金額を加入者にお支払いするだんしんの特
約制度です。ご加入中の方で傷病等により就業できない状態となったときは、所属所の共済事務担当課（係）
を通じ共済組合（経理課貯金貸付係）へご連絡ください。

〈〈 注意 〉〉

　高度障害を含む傷病等については共済組合でその事実を漏れなく把握することが困難なため、保険金請
求のご案内をいたしかねる場合があります。上記に該当することとなったときは、必ずご一報くださいま
すようお願いします。
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ローンで自動車等のご購入をお考えの方に

低利便利

償還利率 年２.９％（変動）

○所属所の共済事務担当課（係）に申し出をして、共済
事務担当者職氏名が記入・押印されている物資購入
票（２部複写）を受け取ります。

○物資供給事業契約業者（指定店）※１に共済組合の物資
供給事業を利用する旨を伝え、物資購入票に購入商
品名・共済組合立替金額※２等を記入し、指定店に確
認印をもらって、共済組合用を持ち帰り、保管します。

○指定店から納品（納車）されます。

○納品後は速やかに、物資購入票に受領印
を押印、希望支払方法等を記入して、共
済事務担当者にお渡しください。共済組
合から指定店に販売価格等の確認を行っ
た後、指定店に直接送金いたします。

○ご希望の償還回数に基づき、元利均等償
還により定例償還額を算出し、立替決定月の翌月
から、給料・賞与からの控除により償還（返済）
していただきます。

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

簡単

ＳＴＥＰ３
ＳＴＥＰ４

■物資指定店（追加・取消・店舗取消・住所等変更）

区分 年月日
（変更は届出日） 指定店名 所在地 電話番号 取扱商品

取消 H26.
9.30 伯方オート商会 自動車

取消
（店舗）

H26.
9.2

㈲アオノ眼鏡院
メガネのアオノ宇和島店

宇和島市中央町1丁目
5ー 13 眼鏡

住所・電話
番号変更

H26.
9.18 ㈱ドライブ 松山市平田町30ー 4 (089)

997-8870 自動車

取消
（店舗）

H26.
10.14

ネッツトヨタ
愛媛㈱

Uステージ
新居浜店

新居浜市国領1丁目甲
1799ー 4

自動車

Uステージ
小松店

西条市小松町新屋敷
1165ー 5

Uステージ
問屋町店 松山市問屋町9ー 35

Uステージ
宇和島店

宇和島市寄松聖神甲
192ー 1

追加 H26.
10.15 宇都宮モータース 西予市明浜町俵津9ー

317
(0894)
65-0226 自動車（検）

取消 H26.
9.8

㈱南予英弘
（エイコー新町店） 電気製品

物資供給事業をご利用ください

↑

↑

SHOP

¥¥

物資購入票

比べてください 普通貯金
なのに有利な年利１. ０％ 

（税引後年利0.79685％・平成27年 1月 1日現在）

　共済貯金は、出し入れ自由な普通貯金です。いつで
も指定金融機関の窓口から預け入れができ、給料や
ボーナスからの控除による預け入れもできますので、
将来に備えた計画的な貯蓄が可能です。定期預金とは
違い、払戻しも毎週行っていますので大変便利です。
　ご加入のお申込みは、所属所の共済事務担当課（係）
までお申し出ください。

共済貯金の払戻スケジュールは、共済組合ホーム
ページでご確認ください。

●共済貯金に加入しませんか？●

お願い
貸付事業及び物資供給事業のご利用にあたって
は、収入と借入のバランスを考えた返済計画を
立ててください。※４

★ 簡単  ４ＳＴＥＰ
　共済組合の物資供給事業契約業者（指定
店）※１では、自動車等の購入にあたり、共済
組合立替払い（ローン）が、簡単４ＳＴＥＰ
でご利用いただけます。

★選べる
　 便利  な償還（返済）方法
　支払い忘れのない給与控除で、毎月償還
分は60回以内、賞与償還分は共済組合立替
金額の半分以内を償還期間内で自由に設定
でき、償還期間中に手数料無料で一部・全
部の繰上償還もできます。

★比べてください
　 低利  な償還利率
　平成27年1月1日現在、年利２・９％ (変
動金利※３) で保証料等は不要です。

注意事項
※１：指定店については、共済組合ホームページでご確認

ください。
※２：利用限度額は２００万円で、未償還元金がある場合

は、その金額を２００万円から差し引いた金額が限
度額となります。また、共済組合の貸付事業及び物
資供給事業の毎月償還額の合算額（新規利用分を
含む。）が給料月額の３０%を超える場合、又は年
間償還額の合算額（新規利用分を含む。）が年収の
３０%を超える場合はご利用できません。

※３：物資供給規程の本則利率の改正や財政融資資金利率
の変動に伴って、償還途中であっても償還利率（償
還額）が変更される場合があります。

※４：過去に貸付事業・物資供給事業の規定に違反してい
る場合、給料等の差し押さえを受けている、又は債務
超過により返済が困難と認められる場合、その他利
用が不適当と認められる場合等はご利用できません。
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平成25年度

特定健康診査及び特定保健指導の実施状況について

区　
　

分

特定健康診査とは・・・
40歳～74歳の組合員及び被扶養者の方を対象とした内臓脂肪
症候群(メタボリックシンドローム)に注目した健診です。

特定保健指導とは・・・
特定健康診査の結果に基づき、内臓脂肪蓄積の程度とリスク
要因の数により階層化を行い、「積極的支援」又は「動機付け
支援」と判定された方には、医師、保健師などの専門家による
生活改善等のための支援を受けていただくことになります。

実  

施  

方  

法

組
合
員

事業主健診又は人間ドックの受診をもって特定健康診査に代
えます。

組合の保健師等が所属所を訪問し面接を実施します。

被
扶
養
者

所属所を経由して対象者へ「特定健康診査受診券」を配付してい
ますので、契約健診実施機関で受診できます(自己負担なし)。
平成26年度発行の受診券の有効期限(平成26年12月31日)は
終了しました。
人間ドックの受診者はその受診をもって特定健康診査に代えます。

対象者には自宅へ「特定保健指導利用券」を送付しますので、
契約実施機関で利用してください(自己負担なし)。
平成26年度発行の利用券の有効期限は平成27年3月31日
です。

※一部の人間ドック実施機関で「動機付け支援」を利用することができます。
※実施機関一覧表を受診券・利用券送付の際に同封しています。また、実施機関一覧表は共済組合ホームページにも掲載しています。

　平成25年度の実施状況（平成26年10月31日国への報告分）がまとまりましたので、概況をお知らせします。
　特定健康診査及び特定保健指導は、平成25年度から第2期（平成25年度から平成29年度まで）に入り、平成25年度は、組
合員については特定健康診査・特定保健指導ともに目標実施率を達成することができましたが、被扶養者については特定
健康診査・特定保健指導ともに目標実施率を下回る結果となりました。
　内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者割合は、組合員が被扶養者を大きく上回っており、また、喫煙に
関する事項では、喫煙率は昨年とほとんど増減がなく、組合員の喫煙者の割合は、23.9%と依然高い割合になっています。
　特定健康診査・特定保健指導は無料で利用でき、ご自身の健康管理・生活習慣の改善に役立てることができますので、
積極的に受診・利用していただくようお願いします。
　特定健康診査の結果により、特定保健指導の対象となった被扶養者の方には、利用券をご自宅に送付しています。平成
26年度の特定保健指導利用券の使用期限は平成27年3月31日となっておりますので、組合員の方から早めのご利用を勧め
てくださいますようお願いします。

集　計　事　項
全体(任継組合員を含む) 現職組合員 現職組合員の被扶養者
25年度 24年度 増　減 25年度 24年度 増　減 25年度 24年度 増　減

特
定
健
康
診
査

特定健康診査対象者数 ① (人) 13,232 13,354 122 9,262 9,304 42 3,500 3,567 67

特定健康診査受診者数 ② (人) 10,713 10,367 －346 8,810 8,401 －409 1,747 1,804 57

健診受診率 ②／① (%) 81.0 77.6 －3.4 95.1 90.3 －4.8 49.9 50.6 0.7

評価対象者数 ※1 ③ (人) 10,729 10,379 －350 8,825 8,411 －414 1,748 1,806 58

特定健康診査等実施計画による目標受診率 (%) 82.0 87.3 － 95.0 100.0 － 52.0 60.0 －
内
臓
脂
肪
症
候
群

内臓脂肪症候群該当者数 ④ (人) 1,494 1,442 －52 1,380 1,331 －49 84 85 1

内臓脂肪症候群該当者割合 ④／③ (%) 13.9 13.9 0.0 15.6 15.8 0.2 4.8 4.7 －0.1

内臓脂肪症候群予備群者数 ⑤ (人) 1,274 1,269 －5 1,173 1,161 －12 89 98 9 

内臓脂肪症候群予備群者割合 ⑤／③ (%) 11.9 12.2 0.3 13.3 13.8 0.5 5.1 5.4 0.3 
服
薬
中
の
者

高血圧症の治療に係る薬剤の服用者割合 (%) 13.2 13.4 0.2 13.7 13.7 0.0 9.8 11.0 1.2 

脂質異常症の治療に係る薬剤の服用者割合 (%) 9.2 9.2 0.0 9.3 9.3 0.0 7.6 8.3 0.7 

糖尿病の治療に係る薬剤の服用者割合 (%) 3.4 3.4 0.0 3.8 3.8 0.0 1.5 1.2 －0.3 

特
定
保
健
指
導

特定保健指導(積極的支援)の対象者数 ⑥ (人) 1,268 1,209 －59  1,211 1,150 －61 44 49 5

特定保健指導(積極的支援)の終了者数 ※2 ⑦ (人) 238 6 －232 238 5 －233 0 1 1.0 

特定保健指導(積極的支援)の終了者の割合 ⑦／⑥ (人) 18.8 0.5 －18.3 19.7 0.4 －19.3 0.0 2.0 2.0 

特定保健指導(動機付け支援)の対象者数 ⑧ (人) 850 849 －1 740 731  －9  101 112 11 

特定保健指導(動機付け支援)の終了者数 ※2 ⑨ (人) 204 434 230 194 420 226  9 13 4 

特定保健指導(動機付け支援)の終了者の割合 ⑨／⑧ (人) 24.0 51.1 27.1 26.2 57.5 31.3 8.9 11.6 2.7 

特定保健指導の対象者数(小計) ⑥＋⑧＝⑩ (人) 2,118 2,058 －60 1,951 1,881 －70 145 161 16

特定保健指導の終了者数(小計) ⑦＋⑨＝⑪ (人) 442 440 －2 432 425 －7 9 14 5

特定保健指導の終了者(小計)の割合 ⑪／⑩ (%) 20.9 21.4 0.5 22.1 22.6 0.5 6.2 8.7 2.5

特定健康診査等実施計画による目標実施率 (%) 22.0 45.0 － 22.1 － － 22.0 － －

喫
煙
喫煙者数 ⑩ (人) 2,209 2,109 －100 2,107 2,010 －97  77 75 －2 

喫煙者の割合 ⑩／③ (%) 20.6 20.3 －0.3 23.9 23.9 0.0 4.4 4.2 －0.2 

※1 ②に加え、全ての検査項目は受診できなかったものの、階層化が可能であった受診者も含んだ数
※2 前年度の特定健康診査の結果に基づく特定保健指導の利用者で、前年の国への報告後に終了したものを含む。
※3 組合員に対する訪問型特定保健指導は、平成24年度は動機付け支援が対象、平成25年度は積極的支援・動機付け支援の両方が対象
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◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
◎編集発行人／山内 定樹　URL http://www.ehime-kyosai.jp/　 環境にやさしい大豆油インキを

使用しています。

─組合の現況─
（平成26年11月末現在）

◎所属所数 ..................................................................40
◎組合員数 .............................................14,692人
　　　　男 .................................................9,593人
　　　　女 .................................................5,099人
◎平均給料月額（短期） ..........317,079円
◎被扶養者数 .......................................17,328人
　（含任継 ...............................................内 176人）
◎任意継続組合員 ......................................261人
◎年金受給者数 ..................................16,947人

ご予約・お問い合わせは ...................................

えひめ共済会館
TEL 089-945-6311
FAX 089-945-6322
〒790-0003 松山市三番町5丁目13-1
http://www.ehime-kyosai.jp/kaikan/ご予約はお電話にて

好評承り中♪♪

平成27年3月31日まで
どこに宿泊されても 1県目  お一人様 1泊2食付 7,500円(税込)
2県目  10％off 3県目  50％off 4県目  無料
巡れば巡るほどお得になる
詳しくはホームページをご覧ください。

「四国旅劇場」
「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」

表
紙
に
よ
せ
て

双
海
下
灘
水
仙
畑（
伊
予
市
）

　

双
海
下
灘
の
海
岸
線
沿
い
の
丘
陵

で
は
、
例
年
12
月
か
ら
1
月
下
旬
に

か
け
て
水
仙
の
花
が
見
頃
を
迎
え
ま

す
。
高
台
に
広
が
る
水
仙
畑
で
は
、

可
憐
な
白
い
水
仙
の
花
が
、
空
と
海

の
抜
け
る
よ
う
な
青
を
背
景
に
、
潮

風
に
揺
ら
れ
な
が
ら
見
物
客
を
出
迎

え
て
く
れ
ま
す
。
高
台
か
ら
は
「
日

本
の
夕
日
百
選
」
に
選
定
さ
れ
て
い

る
双
海
の
夕
日
や
穏
や
か
な
瀬
戸
内

海
も
一
望
で
き
、
そ
の
風
光
明
媚
な

景
観
に
心
が
癒
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
7
月
に
運
行
開
始
し

た
観
光
列
車
「
伊
予
灘
も
の
が
た
り
」

で
は
、
伊
予
灘
の
穏
や
か
な
海
を
間

近
に
眺
め
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
し

た
時
間
の
中
で
地
元
産
品
を
生
か
し

た
美
味
し
い
食
事
が
堪
能
で
き
ま
す
。

※上記以外にも各種料理・鍋コースもご予算に合わせてご用意させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

・和　会　席・
・和洋卓料理・
・和洋コース・

（税込）

写真は和会席 3,500円（税込）

1,500円
飲み放題

(税込)

瓶ビール・日本酒・焼酎
チューハイ・ソフトドリンク
ワイン・ウイスキー
ノンアルコールビール

お一人様

おすすめ料理
3,500円
3,500円
3,500円

「四国旅劇場」ご利用中のお客様へ

写真は和洋コース3,500円（税込）

「四国旅劇場」につきましては平成27年3月31日をもって終了とさせて頂きます。4年間にわたりまして、この旅劇場をご利用賜り誠にありがとうございました。
なお、現在お手持ちのスタンプにつきましては、平成27年4月1日以降はご利用できませんのでお早めにご利用ください。




